
家畜飼養の基本講座 第９回
『受胎確認から分娩』

日本大学生物資源科学部獣医学科 住 吉 俊 亮

受胎後も油断は禁物

今年の夏も暑かったですが、ようやく過ご

しやすい気候になってきました。牛も一息つ

いているのではないでしょうか。第９回とな

る今回は、受胎確認から分娩前後までの管理

についてお話しします。

前回までの復習になりますが、第６回で

は、人工授精後できるだけ早い時期に妊娠診

断を実施し、不受胎牛に対してなるべく早い

時期に再度人工授精を実施することが、経営

を安定させる上で重要であるとお話ししまし

た。妊娠診断は、直腸検査では人工授精後

３５～４０日、超音波画像検査装置を用いれば人

工授精後２８日前後から実施可能です。早期に

妊娠診断を実施した場合には、その後の胚死

滅や胎子死の有無を確認するため、再度妊娠

診断を行うようにしましょう。

人工授精後６０日前後で、胎子の雌雄判別を

兼ねて再度妊娠診断を行うことがお勧めで

す。人工授精後６０日の時点で妊娠が維持され

ていれば、９５％の牛はその後も妊娠は維持さ

れるといわれています。しかし１００％ではあ

りません。人間なら妊婦は安定期に入っても

月に１回は産婦人科を受診し、胎児の健康状

態を確認しますが、牛の場合、ひとたび妊娠

が確認されると、繁殖検診リストから外れ、

分娩までそのまま置いておかれます。妊娠確

認後も発情の回帰や発情徴候の有無、外陰部

からの漏出物等に注意しましょう。
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Q１ 人工授精後６０日に超音波画像検査

で再度妊娠診断および雌雄判別を行

い、胎子が希望する性別でなかった場

合、人工的に流産させて再度人工授精

を行うことは経営上良い選択枝でしょ

うか。

A 倫理上の問題はさておき、個人的には

あまりお勧めできません。せっかく受胎

した牛を、人工授精後６０日で流産させて

しまえば、それだけ空胎期間が延長して

しまいますし、次回の人工授精ですんな

りと受胎するとも限りません。ますます

空胎期間が延長してしまう可能性もあり

ます。雌雄判別は、後継牛の計画生産

や、個体販売、淘汰牛の決定に利用し、

どうしても雌が欲しい場合には性選別精

液を用いるのが良いと思います。

一方で、超音波画像検査装置を使うメリッ

トに、もう一つの胚や胎子の生死、異常の判

定が可能なことが挙げられます。早期の妊娠

診断あるいはその後に実施した再診断におい

て、胚あるいは胎子の死亡が確認できた場合

には、速やかに PGF２α製剤を投与し、胚あ

るいは胎子の排出を促すべきです。また、胚

あるいは胎子は生存しているが、心拍数が目

視で数えられるほど遅い、あるいは明らかな

形態的異常が認められる場合は、注意が必要

です。このような時は多くの場合、その後に

胚死滅あるいは流産が起こります。さらに、

３子以上の多胎妊娠も、多くの場合流産、早

死産となります。このようなケースでは、超

（写真１）超音波画像検査で生存は確認できたものの、
頭頚部、四肢がはっきりと確認できなかっ
た人工授精後60日の胎子画像。畜主の意向
で特に処置は行わず

（写真２）写真１の胎子が、ほぼ分娩予定日に娩出さ
れたが、明らかな奇形が認められた

（写真３）明らかな形態的異常が認められた人工授精
後６０日の胎子画像。２週間後に再度、超音
波画像検査を行ったが消失していた
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音波画像検査で胚あるいは胎子がその時点で

生存しているのを見てしまっていますし、踏

み切るにはなかなか勇気がいりますが、この

時点で PGF２α製剤を投与し、人工的に流産

させるのも一つの手段であると思います。

妊娠牛の飼養管理

胎子は分娩２ヵ月ほど前から急速に発育し

ます。乳牛では乾乳期に入る時期に当たりま

す。和牛でも乳牛でも、この分娩前２ヵ月の

飼養管理は非常に重要となります。もちろん

これより前の時期でも、太り過ぎていたり、

痩せ過ぎていてはいけません。適切な栄養状

態で分娩前２ヵ月の時期に入るためには、分

娩３ヵ月前より早い時期、乳牛であれば泌乳

後期以前に適正な栄養状態の体重に調整して

おく必要があります。

このように牛の栄養状態をコントロールし

ていくためには、牛の栄養状態をモニターし

ていくことが重要です。このために必要な検

査項目として BCS（ボディーコンディショ

ンスコア）があります。BCSの判定法には

いくつかの方法があり、乳牛と和牛でも異な

りますので、ここで細かく説明はしません

が、どのような方法で行っても、なるべく高

い精度で判断できるように練習し、毎日の管

理の道具として、変化を捉えられるようにし

ておくことが必要です。

分娩前２ヵ月の時期からは、和牛では母牛

の体形や BCSを見ながら、給与飼料を増や

します。給与した飼料をしっかり食い込めて

いるかもよく観察しましょう。またビタミン

剤（ビタミンA、D、E）も給与します。初

産妊娠牛については、まだ発育過程にあり、

維持飼料と妊娠による増給だけでは栄養が不

足するので、加えて育成用飼料を給与する必

要があります。

乳牛では、この分娩前２ヵ月間に乳腺を休

ませ回復させて、次の泌乳の準備をしなけれ

ばなりません。乾乳期までに BCSは３．２５～

３．５に調整されているのが理想的とされてい

ます。乾乳期の最初の１ヵ月は粗飼料主体に

給与し、濃厚飼料は減らします。次の後半１

ヵ月は分娩後の濃厚飼料多給に備え、ルーメ

ンの馴致とルーメン絨毛を発達させるため

に、発酵性炭水化物として穀類を主体とした

濃厚飼料を給与する必要があります。

また成長する胎子のための栄養供給も必要

です。この時期に十分に飼料を摂取できない

と、分娩後の体脂肪動員、ケトーシス、脂肪

肝、第四胃変位、BCSの急激な低下による

繁殖サイクルの遅れにつながることは、皆さ

んもよくご存じだと思います。

また、分娩前２ヵ月には清潔な分娩房ある

いは乾乳舎に移動します。タイストール牛舎

で分娩させる場合には、牛床を掃除し、石灰

消毒を行い、十分な量の敷料を入れてあげま

しょう。母牛の後ろのバーンクリーナーの溝

の上には、コンパネ等を敷いてあげると、寝

起きもしやすくなります。

乳量の多い牛の乾乳は

Q２ 最近は乾乳予定日になっても３０
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kg以上乳量が出ていて、この状態で

乾乳してもいいのか不安です。

A 以前は乳量の減少に合わせて、搾乳回

数を１日１回に減らし、さらに隔日に減

らすというように徐々に乾乳する方法も

用いられていました。しかし昨今は乾乳

前に３０kg の乳量が出ていても、乳房炎

感染のリスクを減らす観点から、急速乾

乳法（一発乾乳法）が推奨されています。

まず乾乳予定牛は乾乳前に必ず PL検

査を行い、乳房炎の有無を確認しておき

ます。乳房炎罹患が確認された場合は、

細菌検査、薬剤感受性検査を行い、乾乳

予定日の３～５日前から、効果の認めら

れる抗生物質の乳房内および全身投与を

行い、治療をしてから乾乳処置に入りま

す。

乾乳前に乳量が多い場合は、乾乳予定

日の１週間程度前から濃厚飼料を１／２

から１／３程度に減らし、さらに予定日

の２日前から濃厚飼料の給与を中止しま

す。このようにして乳量を減らした上で

乾乳処置を行います。

乾乳当日は搾乳後、乳頭口をアルコー

ル綿花でよく消毒した後、乾乳軟膏を衛

生的に注入します。この際、乾乳軟膏の

キャップは先端部のみ外し、先端があま

り乳頭口に深く入らないよう（５mm

程度にとどめる）に注意しましょう。あ

まり深くまで挿入すると、乳頭管内で細

菌侵入を防いでいるケラチン層を傷つけ

てしまいます。

乾乳軟膏注入後は搾乳を中止し、濃厚

飼料の給与をさらに３～５日間中止しま

す。乾乳処置後３日目位には乳房の張り

が認められますが、５日目位から徐々に

乳房が縮んできます。その後、乾乳処置

後７日目位から濃厚飼料を少しづつ給与

し、適正量まで徐々に増やしていきま

す。

乾乳後２週間と分娩前２週間は乳房炎に罹

患するリスクが高い時期と言われています。

乾乳処置後も牛、乳房の観察をよく行い、異

常が認められる場合にはすぐに獣医師の診察

を受けましょう。また、乾乳処置を行う前に

は、もう一度直腸検査を行い、確実に受胎し

ていることを確認しましょう。

駆虫とワクチン接種

分娩前２ヵ月の時期は、母牛の駆虫とワク

チン接種を行う時期でもあります。この時期

の駆虫は母牛の寄生虫を駆虫し、寄生虫の母

子感染を防ぐことに加え、ワクチンの効果を

高めると言われています。駆虫は、分娩予定

日の１ヵ月程度前にイベルメクチン製剤を背

中に滴下します。乳牛に使用する場合は、分

娩予定日２８日以降は使用できない製剤が多い

ので注意してください。

ワクチンについては、一般的に子牛の呼吸

器疾病予防の混合ワクチン、下痢予防の混合

ワクチン、あるいは大腸菌ワクチンが使用さ

れることが多いと思います。どちらを打つ

か、あるいはどちらも打つかは、各農場の疾
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病発生状況により決めればよいと思います。

また、母牛にワクチンを打つ場合は、必ず不

活化ワクチンを使用してください。接種につ

いては１年目は分娩前２ヵ月および１ヵ月の

２回、２年目からは分娩前１ヵ月の１回とな

りますが、分娩間隔が長くなってしまった場

合には、１年目でなくてもワクチンの効果を

十分に発揮させるためには２回接種した方が

良いと思います。

乳房浮腫への対処
および予防

Q３ 乳牛ですが、分娩前から、そして

分娩後にはさらに乳房の浮腫が強く出

て、搾乳が困難な場合もあり困ってい

ます。

A 分娩１～２週間前から特に初産の牛に

よく見られることが多い乳房浮腫は、多

くは生理的なものです。原因は教科書的

には分娩が近づき、泌乳の準備として乳

腺へ急激に血液が流入し、血圧が上昇す

るのに対して、血管やリンパ系がこれに

対応しきれず、血管外に組織液が漏出

し、皮下に蓄積して浮腫を生じると言わ

れています。

ひどくなると乳房のみならず、下腹部

から胸部にまで広がることもあり、乳頭

も太くなるため搾乳も困難となります。

また乳房浮腫のひどい牛は、乳房炎や周

産期疾病に罹患するリスクが高いとも言

われています。

対処法としては、頻回搾乳と乳房の

マッサージ、なるべく早期の利尿剤およ

び副腎皮質ステロイド剤の投与が効果的

です。特に副腎皮質ステロイド剤は著効

を示しますが、乳量が減少し、免疫を抑

制するため、乳房炎等の感染症リスクが

高くなるといった作用もあります。複数

回使用する際には注意が必要です。

予防としては、分娩前１ヵ月からの乾

乳期後半の時期に、急激に多くの濃厚飼

料の増量を行わないことが挙げられま

す。また特に初産牛では、乳房組織を作

るために経産牛よりも多くのタンパク質

を必要とするため、十分な量のタンパク

質の給与が必要となり、タンパク質不足

によって乳房浮腫のリスクが増すことが

指摘されています。また、塩分、ミネラ

ルの過剰な給与は避けること、運動不足

にならないことなどが効果的とされてい

ます。

次回は、第１回と重複する部分もあるかと

思いますが、分娩前後の管理を予定していま

す。また、連載も終わりに近づいてまいりま

したので、何かQ（質問）がありましたら、

テーマは何でも構いません。中央畜産会まで

ご連絡ください。私なりに考え、調べ、ある

いは詳しい方に聞いて、誌面でお答えしたい

と思います。

問い合わせ先：中央畜産会経営支援部（情報）

TEL ０３―６２０６―０８４６ FAX ０３―５２８９―０８９０

（筆者：日本大学 生物資源科学部獣医学科
獣医産業動物臨床研究室 専任講師）
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おらが故郷の経営自慢おらが故郷の経営自慢

（一社）日本養豚協会は「養豚経営における優良事例調査」（（独）農畜産業振興機構

の平成２９年度養豚経営安定対策補完事業の一環）を実施し、今年３月に「養豚農業実

態調査報告書」としてまとめていますが、筆者はその調査委員として熊本興畜（株）

の現地調査を行いました。同報告書の中から、飼養管理、衛生対策、環境対策等で工

夫をこらして生産コスト削減や生産性の向上に取り組む同社の経営ぶりを２回に分け

て紹介します。なお、数値は聞き取り調査時（平成２９年１２月）のものです。

経営・活動の推移

現代表取締役・石渕大和氏の祖父が戦後、

庭先養鶏・養豚を始め、父の代になって昭和

４８年に養豚専業に切り替えました。昭和４８年

から平成１０年までの経営推移は表１の通りで

す。

大和氏は、２年間の国内外の研修を経て、

平成１０年に就農。「当時、餌代だけで８０００万

円の借金があり、家族の財布も管理される日

が１０年間くらい続いた」といいます。平成１６

年２７歳で代表取締役に就任した時、短期・長

期を併せて１．５億円の借入金がありました。

多額の借入金を抱え、先行投資もできない

状況とあって規模拡大は夢の夢。そうした中

スリーセブンシステムで
労働生産性の高い養豚経営を実践

―自家配施設の新設、オートソーターの活用でコスト削減も―
熊本興畜（株）（熊本県菊池市）の取り組み（上）

近 田 康 二

・昭和４８年 現代表の石渕大和氏の父が専業で養豚
を開始。繁殖用母豚（F１）を生産し地域の肥育
農家に供給（母豚３０頭規模）

・平成３年 公社事業で新豚舎建設（母豚１５０頭規模）
・４年 法人化し社名を「七城 SPFファーム」。
SPFの GP（原種豚）農場として SPFの F１生産

・６年 PRRS浸入のためSPF一貫農場に切り替える
・１０年 大和氏 国内外の研修を経て就農
・１６年 大和氏 ２７歳で代表取締役社長に就任
・１７年 スリーセブンシステム採用
・２５年 母豚３１０頭に規模拡大
・２７年 農場HACCP認証取得
・２８年４月 母豚６２０頭に規模拡大
・同年６月 「熊本興畜株式会社」に社名変更
・同年１０月 自家配合設備完成

（表１）経営・活動の推移
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で労働の集約、作業性の向上を考えていた大

和氏が出会ったのがスリーセブンシステムと

いう管理方式でした。「あるセミナーで韓国

の養豚コンサルタントからスリーセブンによ

る管理方式の講演を聞き、その場で分娩柵が

足りるかなどを計算してすぐに導入を決断し

た」といいます。

同じ時期に全農もスリーセブンシステムを

系統の養豚農家に全国的に普及させるプロ

ジェクトを立ち上げることになり、すでに同

農場が先行して導入していたことから、共同

でプロジェクトを進めることになりました。

そこで出会ったコンサルタントからで、微に

入り細に入りスリーセブンシステムの教えて

もらうことになりました。

それとともに農場成績も向上してきたの

で、繰り上げ返済もできるまでになり、短

期・長期借入金を含め、平成２７年までにすべ

ての負債を返済しました。

その間、さまざまな勉強会に参加して得た

決断が規模拡大。信用度が高まってきたこと

もあり、母豚１５５頭から２倍の３１０頭規模に拡

大することを決め、平成２５年７月に増頭を完

了。さらに２８年４月６２０頭に増頭しました。

規模拡大の一方で、農場HACCP認証を

取得し（２８年４月）、農場の衛生管理体制の

向上を図るとともに、生産性アップとコスト

ダウンを目指して自家配合設備を完成させて

います（２８年１０月）。自家配合設備の建設を

機に社名を熊本興畜（株）に変更しました（２８

年６月）。

増頭と自家配にかかる設備投資額は、１５５

頭から３１０頭の時が２億４０００万円、３１０頭から

６２０頭の時が３億９０００万円、自家配がバルク

車、フォークリフトなど付帯設備を含め６７００

万円。すべて日本政策金融公庫からの融資です。

同社は経営理念として、①世界基準で戦う

・繁殖用雌豚：６４０頭（WL）
・利用中の雄豚（あて雄用）：４頭（D）
・年間肉豚出荷頭数：１万６０００頭
・繁殖豚（雄、雌）年間廃用頭数：２４３頭
・年間肉用子豚出荷頭数：０頭
・種豚候補豚の出荷頭数：０頭
・肉豚出荷日齢平均：１８８日
・肉豚１頭当たり平均出荷生体重：１１８．０㎏
・肉豚１頭当たり平均枝肉重量：７７．５㎏
・１母豚当たり出荷頭数：２５頭

（表２） 飼養状況および出荷実績（平成２９年８月１日現在）

飼料の自家配合施設。
現在の製造能力は母豚600規模だが、1200頭ま
で対応できる設計。

４段に造成された約２．５ha の敷地に１４棟の豚舎が並ぶ熊本興畜。
手前が肥育舎と飼料工場、奥が繁殖舎
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・１腹当たり平均哺乳開始頭数：１３．６頭
・１腹当たり平均離乳頭数：１２．１頭
・平均離乳体重：９．１㎏
・平均育成率：７１．３％
・平均受胎率：９０．２％
・平均分娩率：８４．４％
・母豚の年間平均分娩回数：２．４回
・農場要求率３．０４
・事故率（離乳後～出荷まで）：４．５％

（表３） 経営実績（平成２８年１～１２月の平均）

豚肉工場（世界で通用する農場を目指し高い

生産性を追求する）、②「人で豚を育てる」

ではなく「豚で人を育てる」（考える力が強

い人材を育成し、スタッフ全員で幸せをつか

み高い水準でのワークライフバランスを実現

する）、③養豚で熊本を復興させる（持続可

能な自立型経営とさらなる事業の拡大により

地域を支える存在となることを目指す）、の

３つを掲げています。

経営実績および
特徴ある飼養管理

【繁殖部門】大きな特徴はスリーセブンシステ

ムの採用

同農場は繁殖部門でスリーセブンシステム

という管理方式を採用しています。スリーセ

ブンシステムは、母豚を７グループに分けて

３週間に１度（３週間隔）で交配、分娩、離

乳させる方式。豚は妊娠期間１１４日で、哺育

期間２８日、空胎期間５日とすると、合計１４７

日のサイクルになります。１４７日を７グルー

プで割ると２１日（３週間）。つまり、スリー

セブンシステムの場合、再発母豚を発情サイ

クルに合わせて次のグループに組み込めるた

め、他のグループシステムと比較して分娩回

転率のロスが少ない利点があります。３週分

の子豚を集約できるので、オールイン・オー

ルアウトを実現する手段にもなります。

同農場の場合、母豚６４０頭の規模なので１

グループは約９２頭になりますが、３週間ごと

に１０５頭（再発母豚を含む）に種付けして、

そのうち約８８頭が分娩するので、１ロット

１０００頭の子豚群がまとまります。種付けは集

中して行いますが、発育は個体差があるので

出荷適齢時期が集中することはありません。

早いもので１５０日齢から出荷が始まり、２００日

齢で全てを出荷（オールアウト）します。出

荷の判断は後述するオートソーティングシス

テムによります。

石渕社長は、当初、スリーセブンは繁殖部

門だけのことだと考え、子豚舎や肥育舎のこ

とは考えていなかった、といいます。本当の

目的は子豚舎と肥育舎でオールイン、オール

アウトを行うことにあることを学び、２、３

年かけて子豚舎、肥育舎に仕切りを入れるな

どの改造を行いました。「コンサルタントに

は３ヵ月に１回のペースで訪問してもらい、

獣医衛生学的観点から厳しく効果的な指導を

受けている」（石渕社長）。

【種豚の品種】ケンボローに切り替え中

繁殖豚はハイコープ豚から輸入ハイブリッ

ド豚（ケンボロー・オリジナル）に切り替え

中で、２９年１２月時点で約３割がケンボローに

入れ替わりました。「ケンボローは増体がい

いし、産子数も悪くない」（石渕社長）。最近

の繁殖成績は１腹当たりの総産子１５頭うち正
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常産子１３．５頭、１腹当たりの平均離乳頭数は

１２．１頭で、ケンボローもまだ１～２産目と若

いながらも同じくらいの成績をあげていま

す。「定時定量生産を目指し１グループの数

量を注視しているので母豚１頭当たりの離乳

頭数はあまりとらえていないが、たぶん２７頭

から２８頭くらい、出荷で２５頭になっているは

ずだ」（石渕社長）。全ての母豚がケンボロー

に入れ替わるのは２０１９年の夏頃になる予定。

【肥育部門】ウィーン・トゥ・フィニッシュ

（Wean-to-Finish）管理方式

肥育部門で特徴的なのが米国で普及してい

るウィーン・トゥ・フィニッシュ （W to F）

による管理方式です。通常は、離乳した子豚

を離乳豚舎あるいは子豚舎に３週齢ぐらいか

ら１０週齢ぐらいまで飼います。そして肥育豚

舎で１０週齢前後から２５週齢くらいまで飼うの

が一般的ですが、効率面と防疫面を考えて、

離乳子豚を直に肥育豚舎へ移動して、そこで

出荷まで飼育する方式です。

同農場では、２８日哺育後、肥育舎に移動。

１棟に計１０００頭収容する豚舎の中央に壁を設

け、５００頭ずつ飼養しています。この１０００頭

がほぼ同じ日齢の１ロットであり、５００頭×

２のダブルストック方式のオールイン・オー

ルアウトが実現しました。

母豚３００頭規模に拡大した時点で新たに導

入したのがオートソーティングシステム。自

動的に肥育豚の体重を測定して、出荷体重に

到達した豚は一方通行の出荷豚房に送られる

方式です。オートソーティングの設置は５００

頭に１台。肥育豚舎には体重９㎏程度の小さ

い子豚で入って来ます。

オートソーティングシステムの導入につい

て石渕大和社長は「やろうとしていることは

枝肉重量とか豚の管理ではなく、少ない労働

力で、出荷豚の重量測定にかかる手間を省く

のが目的。これがなければ、おそらく最低で

も従業員があと２人必要になる」。

１日当たりの増体重（DG）の向上が当面

の課題ですが、石渕社長は「W to F は移動

ストレスがないので発育が良いのが大きな利

点。豚の遺伝的能力が高まっているし、エサ

も自家配合で間違いなく良くなっている。疾

病もある程度コントロールできるようになっ

てきたので、DGは上がってくるはず。餌を

自家配に代え、母豚をケンボローに代えて、

どこまでトップの養豚家に迫れるか。豚の能

力を十分引き出せるように従業員の管理レベ

ルをアップさせていくことができるかどうか

にかかっている」といいます。

次回は自家配合施設、衛生管理体制、労務

管理、今後の計画などを紹介します。

（筆者：畜産ライター）

子豚を導入したばかりのW to F の肥育舎
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畜産データボックス畜産データボックス

（一社）中央酪農会議 並 木 健 二

わが国酪農の最近の動向㊦
－平成２９年度酪農全国基礎調査結果を中心に－

前号では、平成２９年度に実施した酪農全国基礎調査（以下、基礎調査）結果の概要を紹介

しました。その冒頭では、北海道での生乳生産力が上向きになった一方、都府県のそれは落

ちていることを指摘しました。この背景には、両地域の酪農で進展する、異なる変化がある

ようです。そこで本号では、基礎調査の結果から、その変化の特徴を北海道と都府県の比較

を通して詳しく見ていきます。

経営規模の地域間格差の拡大

前号でも紹介したように、基礎調査におけ
る都府県の酪農家１戸当たり経産牛平均飼養
頭数は４３．４頭、北海道が７７．７頭で、経営規模
の地域間格差は拡大しています。
この地域間格差を詳しく見ると、都府県は

北海道に比較して、３０頭未満層の酪農家の占
める割合が大きく、５０頭以上層の割合が小さ
いという特徴があります。他方、中間規模層
（経産牛飼養頭数３０～４９頭）の占める割合は、
都府県（２８．９％）、北海道（２７．２％）で比較
的近似しています（図１）。

新しい搾乳技術の普及

搾乳形態の主流、つまり酪農家の主な搾乳
技術は、北海道、都府県ともに、経産牛飼養
頭数の増加に伴い、その他（バケット等）
パイプライン パーラーの順に移行しつつあ
ります。換言すれば、新しい搾乳技術の導入
が、技術的適正規模を拡大し、経産牛飼養頭
数の増加を促進したともいえます。このよう
な状況の中で、搾乳ロボットはさまざまな規
模の酪農家で導入されています（表１、表
２）。このことから、近年になって導入が加
速化している搾乳ロボットは、「規模に中立

的な技術」であるといえます。
なお、基礎調査では主な搾乳

形態を確認していますが、経産
牛飼養頭数規模の比較的大きい
酪農家では、複数の搾乳技術を
併用していることが推測されま
す。（図１）酪農全国基礎調査における経産牛飼養頭数別の酪農家数

資料：中央酪農会議「平成２９年度酪農全国基礎調査」
（以下の図表も同調査による）
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酪
農
家
数

そ
の
他

パ
イ
プ
ラ
イ
ン

パ
ー
ラ
ー

搾
乳
ロ
ボ
ッ
ト

無
回
答

１０頭未満 １７ ８２．４ １７．６ ０．０ ０．０ ０．０
２０頭未満 ７２ ３６．１ ５６．９ ５．６ ０．０ １．４
３０頭未満 １５４ ７．１ ８８．３ ３．９ ０．６ ０．０
４０頭未満 ３１８ ０．９ ９６．２ ２．５ ０．３ ０．０
５０頭未満 ４３１ ０．２ ９５．１ ４．２ ０．０ ０．５
７５頭未満 ８７４ ０．５ ８６．８ １１．３ １．０ ０．３
１００頭未満 ３９０ ０．５ ６９．７ ２３．６ ３．６ ２．６
１５０頭未満 ２６８ ０．４ ３１．３ ５４．９ ６．０ ７．５
１５０頭以上 ２３３ ０．０ ６．０ ７９．０ ５．６ ９．４

酪
農
家
数

そ
の
他

パ
イ
プ
ラ
イ
ン

パ
ー
ラ
ー

搾
乳
ロ
ボ
ッ
ト

無
回
答

１０頭未満 ６２５ ５０．４ ４４．５ ３．２ ０．２ １．８
２０頭未満 １，４１７ １４．８ ８１．９ ２．５ ０．１ ０．７
３０頭未満 １，６００ ２．６ ９２．０ ５．０ ０．１ ０．４
４０頭未満 １，２４５ ０．２ ９０．８ ８．３ ０．３ ０．３
５０頭未満 ９１８ ０．１ ８６．５ １１．７ ０．９ ０．９
７５頭未満 ９０７ ０．８ ６６．８ ２７．９ ２．４ ２．１
１００頭未満 ３１２ １．０ ３５．９ ５７．１ ２．２ ３．８
１５０頭未満 ２５４ １．２ １７．３ ７２．０ ２．０ ７．５
１５０頭以上 ２１０ ０．０ ５．７ ８６．７ １．０ ６．７

（表１）経産牛飼養頭数別の搾乳形態（北海道）
単位：戸、％

（表２）経産牛飼養頭数別の搾乳形態（都府県）
単位：戸、％

酪農家数 ０％ ２５％ ５０％ ７５％ １００％
全 体 ２，６７８ ６．９ １．７ ２．９ １９．４ ６９．１
５頭未満 ２ ５０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ５０．０
１０頭未満 １４ ０．０ ０．０ １４．３ ２１．４ ６４．３
２０頭未満 ６８ １．５ ４．４ １０．３ １４．７ ６９．１
３０頭未満 １５１ ２．６ １．３ ２．０ １３．９ ８０．１
４０頭未満 ３０６ ６．５ ２．３ ２．６ １７．０ ７１．６
５０頭未満 ４１９ ７．２ １．４ ２．１ １６．７ ７２．６
７５頭未満 ８５０ ７．８ １．６ ２．４ １７．３ ７０．９
１００頭未満 ３８０ ８．７ １．１ １．８ １９．５ ６８．９
１５０頭未満 ２６２ ５．７ ０．８ ４．２ ２６．０ ６３．４
１５０頭以上 ２２６ ７．５ ３．５ ４．４ ３５．０ ４９．６

酪農家数 ０％ ２５％ ５０％ ７５％ １００％
全 体 ７，１６０ ２７．８ ２６．３ １７．３ １８．４ １０．２
５頭未満 １３１ ２６．７ １５．３ １６．０ ２２．９ １９．１
１０頭未満 ４６３ ２６．８ ２０．７ １６．８ ２０．５ １５．１
２０頭未満 １，３５３ ２７．９ ２２．７ １６．４ １９．４ １３．６
３０頭未満 １，５３４ ２７．２ ２５．０ １７．８ １７．９ １２．０
４０頭未満 １，１９３ ２６．７ ２７．０ １６．７ １９．８ ９．８
５０頭未満 ８９０ ２５．５ ２７．９ １７．４ ２０．２ ９．０
７５頭未満 ８５８ ２９．６ ２８．７ １９．３ １６．６ ５．８
１００頭未満 ３０２ ２８．８ ３０．１ １６．２ １９．５ ５．３
１５０頭未満 ２４０ ３２．９ ３４．６ １９．６ １１．３ １．７
１５０頭以上 １９６ ３７．２ ４１．８ １４．８ ５．１ １．０

（表３）経産牛飼養頭数別の粗飼料自給率（北海道）
単位：戸、％

（表４）経産牛飼養頭数別の粗飼料自給率（都府県）
単位：戸、％

粗飼料自給率の地域間格差の拡大

北海道と都府県の粗飼料自給率には大きな
差が見られます。土地条件に恵まれた北海道
では、全ての経産牛飼養頭数規模層で「粗飼
料自給率１００％」に酪農家が集中しています。
他方、都府県の酪農家戸数は、ほとんどの経
産牛飼養頭数規模階層で「粗飼料自給率２５％
以下」が約半数を占めており、３０頭未満層で

は自給率０％、３０頭以上層では自給率２５％を
中心に分布しています（表３、４）。

雇用労働力に依存する大規模経営

酪農家１戸当たり酪農従事者数（家族構成
員と常時雇用者の合計）は、北海道、都府県
ともに、経産牛飼養頭数規模の大きい階層ほ
ど増加する傾向にあります。そのうち家族構
成員数は、２０頭未満層で北海道、２０頭～７５頭
未満層で都府県、７５頭以上層で北海道の方が
多くなっています。
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（図２）北海道の酪農家１戸当たり従事者数

（図３）都府県の酪農家１戸当たり従事者数

（図４）経営主の年間休業日数

（図５）経営主の傷病による年間休業日数

また、常時雇用者数は、北海道、都府県と
もに経産牛飼養頭数規模の大きい階層ほど増
加する傾向にありますが、ほとんどの規模階
層、とくに７５頭以上層で都府県の方が多く
なっています。いずれにしても、大規模経営
は雇用労働力への依存度が高いといえます。
なお、この酪農従事者数には臨時雇用者は含
まれていません（図２、３）。

経営主の休業日数の約半数は傷病による

経営規模の拡大によって、経営主はなかな
か休暇を取れないと言われていますが、基礎
調査によると、北海道では経営主の年間休業
日数は経産牛飼養頭数規模の大きい階層ほど
多くなる傾向があり、都府県では１５０頭以上
層（３８．２日）が特に多くなっています。また、
経営主の年間休業日数は、全ての経産牛飼養
頭数規模階層で北海道より都府県の方が多く

なっています。
経営主の年間休業日数のうち「傷病による

休業日数」の占める割合を見ると、北海道の
７５～１００頭未満層（年間休業日数に占める割
合４３％）、都府県の１０頭未満層（同４３％）が
特に多くなっています。全体的にみても、酪
農の経営主は、ケガや病気以外ではあまり作
業を休んでないといえます（図４、５）。

遅れる経営主の世代交代

平成２９年の経営主の平均年齢を見ると、北
海道は５２．１歳、都府県は５９．２歳になっていま
す。この１０年間における経営主の平均年齢の
上昇幅は、都府県（３．１歳）が北海道（１．６歳）
の約２倍になっています。このままでは、両
地域の経営主平均年齢の差はさらに拡大しそ
うです。
また、都府県では、酪農家戸数が最も多い

経営主の年齢階層が、５０歳代から６０歳代に上
昇しています。その結果、都府県では北海道
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酪農家数（戸） 構成比（％）
平成１９年 平成２９年 平成１９年 平成２９年

７０歳以上 ６０ ４９ １．４ １．８
６０～６９歳 ４６５ ７７９ １１．０ ２８．６
５０～５９歳 １，９３０ ８２７ ４５．８ ３０．４
４０～４９歳 １，２２９ ６５４ ２９．１ ２４．０
３０～３９歳 ４８７ ３８６ １１．５ １４．２
３０歳未満 ４７ ２６ １．１ １．０
計 ４，２１８ ２，７２１ １００．０ １００．０

平均年齢 ５０．５ ５２．１

酪農家数（戸） 構成比（％）
平成１９年 平成２９年 平成１９年 平成２９年

７０歳以上 １，２８９ １，０２５ １０．５ １４．１
６０～６９歳 ２，８５３ ３，０６８ ２３．１ ４２．１
５０～５９歳 ５，２６９ １，７２５ ４２．７ ２３．７
４０～４９歳 ２，２０３ １，０３９ １７．９ １４．３
３０～３９歳 ６２６ ３９１ ５．１ ５．４
３０歳未満 ８８ ４３ ０．７ ０．６
計 １２，３２８ ７，２９１ １００．０ １００．０

平均年齢 ５６．１ ５９．２

（表５）北海道の経営主年齢別酪農家数の推移

（表６）都府県の経営主年齢別酪農家数の推移

北海道 都府県
平成１９年 平成２９年 平成１９年 平成２９年

経営主５０歳未満 ４１．５ ３７．８ ２３．２ １９．５
経
営
主
５０
歳
以
上

後継者あり ２５．７ １８．３ ２０．７ ２６．９
後継者なし １２．３ ２０．２ ２７．８ ３５．１
わからない １９．５ １１．８ ２６．９ １５．５
無回答 １．０ １１．９ １．４ ３．０

担い手確保率 ６７．２ ５６．１ ４３．９ ４６．４
酪農家戸数（戸） ４，１５０ ２，８１７ １２，２６７ ７，５６２

（表７）担い手確保状況の推移

注）「担い手確保率」＝「経営主５０歳未満」＋「経営
主５０歳以上（後継者あり）」

に比較して６０歳代、特に７０歳以上（リタイア
を控えた世代）の経営主の占める割合が大き
くなっています。他方、都府県は北海道よ
り、３０歳代の経営主（１０年前の後継者世代を
含む）の占める割合が小さくなっています
（表５、６）。以上のことから、北海道に比
べて都府県では経営主の世代交代が遅れてい
るといえます。

都府県での世代交代が進む可能性

基礎調査では、「５０歳未満の経営主」と「５０
歳以上で後継者のいる経営主」の経営は、担
い手を確保している経営とみなしています。
これによると、平成１９年、２９年ともに、都府
県（４３．９％→４６．４％）は、北海道（６７．２％→
５６．１％）より「担い手確保率」が低いといえ

ます。
経営主５０歳以上で「後継者なし」の占める

割合は、北海道、とくに都府県で上昇してい
ます。しかし、経営主５０歳以上で「後継者あ
り」の占める割合は、北海道で低下し、都府
県で上昇しています（表７）。したがって、
都府県では遅れている経営主の世代交代が今
後進むことが期待されます。

経営主の長い労働時間

酪農経営における１日当たりの日常的労働
時間は、北海道、都府県ともに、一部の規模
階層を除いて、配偶者より経営主（約９５％が
男性）の方が長くなっています。基礎調査で
の日常的労働時間とは、総労働時間から自給
飼料生産労働時間を引いた時間です。
また、経営主の日常的労働時間は、１０～２０

頭未満層と１００～１５０頭未満層で北海道、１０頭
未満層と２０～４０頭未満層で都府県の方が特に
長くなっています。他方、配偶者の日常的労
働時間は、２０頭未満層と１００頭以上層で北海
道、２０～４０頭未満層で都府県の方が長いこと
が分かりました（図６、７）。
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大規模経営で長い女性の搾乳時間

経営主の１日当たりの搾乳時間は、ほとん
どの規模階層で、都府県より北海道の方が長
くなっています。また、北海道の経営主の搾
乳時間は、７５頭未満層で配偶者より長く、７５
頭以上層で短く、都府県の経営主の搾乳時間
は、５０頭未満層で配偶者より長く、１５０頭以
上層で特に短いことが分かりました（図８、
９）。
つまり、配偶者の搾乳時間は、飼養頭数の

多い階層ほど増大する傾向にあります。大規
模層の経営主は、配偶者に比べて、１日の作
業時間のうちの多くを他の作業に配分してい
ることが推測できます。

経営方針の明確化

今後の生乳生産計画については、都府県、

北海道ともに、「わからない」（無回答を含
む）と回答した酪農家の占める割合は縮小し
ています。この１０年間に、経営方針が明確化
していることを示唆しています。
他方、都府県、北海道ともに、「増産予定」

と「現状維持」と回答した酪農家の占める割
合は拡大しています。このような状況の中
で、北海道より都府県の方が、「増産予定」
と回答した酪農家の占める割合の増加幅は大
きくなっています。以上のことから、とくに
都府県では１０年前より経営環境が好転してい
ることがうかがえます（図１０、１１）。

生乳生産の障害の軽減

基礎調査では、生乳生産量を維持・増加す
る上で障害となっている問題を尋ねていま
す。北海道で生乳生産上の障害を指摘した酪
農家の割合は、この３年間に、各障害、特に

（図６）経営主の経産牛飼養規模別日常的労働時間（１
日当たり）

（図８）経営主の経産牛飼養規模別搾乳時間（１日当た
り）

（図７）配偶者の経産牛飼養規模別日常的労働時間（１
日当たり）

（図９）配偶者の経産牛飼養規模別搾乳時間（１日当た
り）
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「政策の先行き不安」で低下しました。これ
によって、北海道では生乳生産の障害が軽
減、あるいは経営環境が改善したといえま
す。他方、都府県では「購入飼料価格の先行
き不安」が大きく低下した以外、ほとんど変
化がありませんでした。
このような状況の中で、生乳生産量を維

持・増大する上での最大の障害は、引き続
き、北海道で「労働力不足」、都府県で「経
営主の高齢化」でありました。

むすびにかえて

今回の基礎調査を通じて、生乳生産が低迷
している背景で、生産基盤の脆弱化が地域差
を伴って進行していることが明らかになりま
した。具体的には、酪農家戸数の減少という
全国で同時に進展した共通の変化が、北海道
と都府県の生乳生産力に異なる影響を及ぼし
ました。
また、生乳生産量に大きな影響を及ぼした

要因として、搾乳牛飼養頭数の減少がありま
す。搾乳牛舎に「空きスペース」がある酪農
家の占める割合を見ると、都府県、北海道と
もに、経産牛飼養頭数規模の小さい階層ほど
大きくなる傾向があります。このような傾向
は、とくに都府県において顕著に見られま
す。その背景には、小規模層における経営主
の高齢化と後継者の減少という構造的な問題
があります。

（筆者：（一社）中央酪農会議 参与）

注）すべての図表は中央酪農会議
「平成２９年度酪農全国基礎調査」から作成
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北
海
道
平成２６年 ６，０８６ １９．５ ３７．７ ２０．４ １５．７ １６．３ １８．４ ２８．０
平成２９年 ２，８１７ １４．２ ２６．２ １５．０ １２．４ １５．５ ６．９ １３．４

都
府
県
平成２６年 １０，２９７ ２１．１ ２５．１ ３０．１ １６．１ １７．１ ２９．９ １６．２
平成２９年 ７，５６２ ２１．４ ２７．５ ３０．７ １８．１ １６．５ １８．７ １２．５

（表８）生乳生産量を維持・増加する上での障害（複数回答） 単位：％

（図１０）今後の生乳生産計画（北海道）

（図１１）今後の生乳生産計画（都府県）
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中央畜産会からのお知らせ
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（（独独））農農畜畜産産業業振振興興機機構構かかららののおお知知ららせせ

区 分 肉専用種（地域算定県を除く） 交 雑 種 乳 用 種

粗収益 （Ａ） １，２４５，２６５ ７１２，２２０ ４６２，２０８

生産コスト （Ｂ） １，２９０，０６４ ７７０，２１３ ４９２，１６３

差 額 （Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ） △ ４４，７９９ △ ５７，９９３ △ ２９，９５５

暫定補塡金単価（Ｄ）＝｜（Ｃ）｜×０．９ ４０，３００ ５２，１００ ２６，９００

補塡金単価（概算払）（Ｄ）－４，０００ ３６，３００ ４８，１００ ２２，９００

（表１）補塡金単価の算定（全国） 単位：円/ 頭

注：平成２６年４月分から、消費税抜きで算定しています。
１００円未満切り捨て

岩手県 島根県 広島県 福岡県 佐賀県日本短角種 日本短角種を除く

－ ９７，４００ １１６，４００ ５９，４００ １３６，７００ ８９，８００

長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

１０４，９００ １００，９００ １４５，２００ ４２，９００ ９６，４００ ４，７００

（表２）補塡金単価の算定（地域算定県・肉専用種）※ 単位：円/ 頭

注：各県の算定結果です。

肉専用種（地域算定県を除く） 交 雑 種 乳 用 種

２７，２００ ３６，０００ １７，１００

（表３）補塡金単価（概算払）（生産者積立金の納付が免除された事業対象の契約肥育牛）
単位：円/ 頭

注：補塡金交付額に見合う財源が不足する場合等、上記補塡金単価を減額することがあります。

肉用牛肥育経営安定特別対策事業（牛マルキン）
の補塡金単価（概算払）について

［平成30年8月分］
平成３０年８月に販売された交付対象の契約肥育牛に適用する肉用牛肥育経営安定特別対策事業

実施要綱第６の９および附則１０の概算払の補塡金単価について、表１および表２の通り公表しま

した。

また、平成３０年８月に販売された生産者積立金の納付が免除された事業対象の契約肥育牛に適

用する補塡金単価については、表３の通り公表しました。

なお、補塡金単価の確定値については、１１月上旬に公表する予定です。
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